
  

栃木県スキー技術員選出要領  
  

(目的)  

     １ 本連盟に加盟する所属団体の指導員からスキー技術員（以下「技術員」とい

う。）を選出し、指導者としての技術と視野を広め、よって資質の向上に寄与す

ることを目的とする。  
       （任務)  

２  技術員は、本連盟教育本部に属しスノースポーツ技術の研究と普及に携わり、 

教育本部の各事業に必要に応じて進んで協力しなければならない。  
       (選出基準)  

３ 技術員は本連盟に加盟する所属団体にあって全日本スキー連盟に会員登録手続

きの完了した指導員とし、Ａ級又はＢ級公認検定員の資格を有する者とする。  
       (選出委員)  

４ 技術員の選出委員は、本連盟会長が委嘱する。  

       (認定)  

５ 選出された技術員は、次年度の本連盟スキー技術員として本連盟会長が 認定す 

る。  
       (任期)  

６ 技術員の任期は２年とする。  

       (要領の改廃)  

７ この要領の改廃は、理事会の議決による。 

  

    （附則） 

１ この要領は、平成１８年１０月２８日から施行する。  

      ２ 令和３年６月２６日一部改正 
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